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Ｒ８桜島火山の地盤変動データを用いた長期的予測精度の高度化に関する委託
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随 意 契 約 理 由 書（案） 
 
１． 件     名：Ｒ８桜島火山の地盤変動データを用いた長期的予測精度の高度化に関する委託 
２． 履 行 場 所 ： 鹿児島県肝属郡肝付町外 
３． 随意契約の相手方： 住 所 京都市左京区吉田本町３６番地の１ 

会社名 国立大学法人京都大学 
電 話 ０７５－７５３－７５３１ 

４． 随意契約適用法令： 会計法第２９条の３第４項及び 
             予算決算及び会計令第１０２条の４第三号 
５． 当該業務の目的・内容及び随意契約に付する理由 
１） 当該業務の目的 

本業務は、桜島島内における砂防工事従事者の安全性の確保及び土砂災害緊急情報の精度向上

に資するため、有村観測坑道に設置した高精度の水管傾斜計・伸縮計のデータ（大隅河川国道事

務所所有）、ハルタ山観測坑道及び高免観測坑道（京都大学所有）での同様の計測データ等を用

いて、地盤変動の長期的特性を解明することを目的とするものである。 
２） 業務の内容 

本業務では、有村観測坑道、ハルタ山観測坑道及び高免観測坑道における傾斜とひずみの長期

的特性を解明し、両観測データを比較することにより噴火及び噴出火山灰量予測の精度向上を図

る。 
３） 随意契約に付する理由 

国立大学法人京都大学防災研究所火山防災研究センターは、桜島火山の噴火予測の研究を行い、

火山噴火予測に関する関係機関の研究及び業務の相互連携などを目的に開催されている「火山調

査研究推進本部火山調査委員会」に、桜島火山の噴火予測に関する研究成果及び情報を提供して

いる唯一の機関である。 
当該センターは、ハルタ山観測坑道（京都大学所有）内の水管傾斜計と伸縮計により確認され

た山頂噴火の数分から数時間前の山頂方向の隆起及び山体の膨張に関するデータをオンライン

処理することで、噴火の可能性が高まった際に警報を発するシステムを継続的に開発してきてい

る。 
当事務所においては、京都大学に委託することにより、ハルタ山観測坑道、高免観測坑道（京

都大学所有）における観測データを加え、３方向からの観測により地盤の変動把握の精度向上を

図るため、有村観測坑道（大隅河川国道事務所所有）に設置した高精度の水管傾斜計・伸縮計の

データに古里潮位観測室（京都大学所有）の潮位をもとにした潮汐補正論理を組み込んだシステ

ム（火山噴火予知アプリケーションは、京都大学においてハルタ山観測坑道で開発された火山活

動判定の論理によるソフトウェア（Kamo and Ishihara,1989）と同一。）を開発し、試験的に

稼働させている。 
当該システムでは、近年活発になってきている火山性微動に伴う噴火及び噴出火山灰量の予測

を行っており、さらなる精度向上を図るためには新たな論理開発と火山噴火予知アプリケーショ

ンの改変が不可欠となる。 
火山噴火予知アプリケーションの知的財産権は、京都大学又は研究者に帰属しており、ソース

コード解析が不十分な状態で追加改変しようとする場合、品質に支障をきたす可能性を否定でき

ないとして第三者による改変には著作者人格権の行使を表明していること及び、当該システムに

よる噴火及び噴出火山灰量の予測には京都大学の観測施設からのデータが必要であることから、

本業務を履行出来るのは、上記法人以外にはない。 
以上のことから、本業務については、国立大学法人京都大学が唯一の契約相手と判断する。 
よって本業務については、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４

第三号により、国立大学法人京都大学と随意契約を締結するものである。 
 

（随意契約理由書作成者） 
大隅河川国道事務所 工務第一課長 


